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Ⅰ　緒　　言

　₂₀₀₈年，大学生の大麻使用が相次いで発覚し，
大学生と違法薬物との距離の近さが社会に大きな
衝撃を与えた．国の薬物情勢全体をみると，薬物
事犯の検挙者数は減少傾向にある．しかし，大麻
事犯検挙者の半数以上は未成年と₂₀歳代が占めて
おり₁），大麻が若者を中心に乱用されている構造
は変わっていない．また，ここ数年，中枢神経系
の興奮もしくは抑制，または幻覚の作用がある成
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原　著

大学における薬物乱用防止教育の問題点とニーズ
―大学担当者を対象とした調査結果より―

高橋佐和子*₁・荒木田美香子*₂

目的：大学における薬物乱用防止教育について，大学側の視点から教育実施上の問題点やニーズを明らかに
し，大学における薬物乱用防止対策の在り方を検討することである．

方法：全国の大学₄₈₆校の薬物乱用防止教育担当者を対象に，郵送の質問紙調査による横断研究を実施した．
薬物乱用防止教育の実態（実施上の問題点，取り組み，専門的組織の有無，考え方），薬物乱用事件
発生の有無，大学で取り入れたい薬物乱用防止教育について調査した．解析では，コンジョイント分
析を行い，薬物乱用防止教育担当者が教育方法を選択するときに重視する条件の傾向を調べた．

結果：薬物乱用防止教育担当者の₈₉.₅％が教育実施の必要性があると回答したが，教育実施上の問題点があ
ると回答した大学は₇₄.₁％と多く，時間の制約や学生を集める困難さがあるという実態が明らかに
なった．大学が薬物乱用防止教育方法を選択する条件は，より多くの人数をより少ない回数で教育で
きることであった．しかし，自校で薬物乱用に関する事件があった大学では，薬物乱用防止を扱う専
門組織があり，教育方法選択の条件では講師を重視し，授業時間内を選択する傾向があった．

結論：制約がある中で実施されている薬物乱用防止教育は，事件が発生しななければ次第に簡便な方向に流
され，薬物乱用防止教育が形骸化していくことが懸念される．事件がなくても意欲的に大学全体で取
り組むような組織体制作りを含め，限られた時間の中でも実施しやすい教育プログラムの開発が急が
れる．

〔日健教誌，₂₀₁₃；₂₁（₂）：115-124〕
キーワード：薬物乱用，健康教育，コンジョイント分析

分が含まれた「脱法ハーブ」と呼ばれる薬物の吸
引による健康被害の広がりも若者中心に問題視さ
れている₂）．この背景には，インターネットや携
帯電話の普及により薬物へのアクセスが容易に
なったことや，乱用の方法が錠剤型や吸引方式の
ような受け入れられやすい方法へと一般化してき
たことが関与しており，薬物のファッション化と
いわれている₃）．
　国の薬物乱用対策推進本部は，この現状に対し
「第三次薬物乱用防止 ₅ カ年戦略」を打ち出し，
その目標の一つ目に「青少年による薬物乱用の根
絶及び乱用を拒絶する規範意識の向上」を掲げ₄），
『大学入学時のガイダンスを活用し，啓発資料を作
成するなど啓発強化を図ること』とし，₂₀₀₈年に
大学生への対策をはじめて示した．さらに ₂年後，
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「薬物乱用防止戦略加速化プラン」の中で，『大学
生等に対する薬物乱用防止に係る啓発・指導の充
実に取り組むこと』とし₅），国として大学生の薬物
乱用防止対策を強化していく姿勢を明らかにした．
　その結果，ほとんどの大学が薬物乱用防止に関
する何らかの取り組みを行っていることが，日本
学生支援機構による₂₀₁₀年の調査で明らかになっ
ている₆）．しかし，この中では，対策実施上の問
題点等についての調査はされず，指導の内容や実
施方法の方向性は示されていない．始まったばか
りの大学の薬物乱用防止教育は，試行錯誤の中で
行われており₇），教育を継続，定着させていくた
めには，大学にとって実施しやすい内容や方法が
提示される必要がある．
　そこで，本研究では，大学で実施されるように
なって間もない薬物乱用防止対策の在り方を検討
するために，大学側の問題点やニーズを調査し，
大学における薬物乱用防止教育の実態および大学
が実施しやすい教育方法を明らかにすることを目
的とする．

Ⅱ　方　　法

1．対象者および調査方法

　全国学校総覧₂₀₁₂年度版₈）に住所が掲載されて

いた全国の ₄年制大学（国立₈₂校，公立₇₉校，私
立₅₈₅校：計₇₄₆校）（大学院大学は除く）の薬物乱
用防止教育担当者を対象に，郵送法による自記式
質問紙を用いた横断調査を実施した．このうち，
調査への回答が得られた₄₈₆校（国立₆₀校，公立₆₇
校，私立₃₅₆校，回答率₆₅.₁％）を本研究の分析対
象とした．調査の目的と学術的使用について説明
した文書を質問紙に添付し，返送を持って調査協
力に同意したとみなした．質問紙は無記名とし，
個人名および大学名の記入は求めなかった．これ
らの手続きについては，国際医療福祉大学倫理委
員会の承認を得た（承認番号₁₂-₅）．
2 ．調査項目

　質問項目は，①基本属性（大学種別・学生数・
回答者の職種）のほか，日本学生支援機構の調査₆）

を参考に，②所属大学と近隣の大学での薬物乱用
事件発生の有無（平成₁₈年度以降），③薬物乱用防
止に関する取り組みの実施について（平成₂₃年度
に実施した取り組みと今後実施したい取り組み）
とした．さらに，大学の持つ問題点とニーズを把
握するために，④薬物乱用防止教育実施上の問題
点等（「時間の確保」，「予算の確保」などから選
択），⑤大学の薬物乱用防止に関する体制（専門的
組織の有無），⑥薬物乱用防止教育についての考え

表 1　大学の薬物乱用防止教育の選択に関する条件

条　　件 水　準

講　　師
（教育を行う講師）

講師料は学内教員は無料，学外講師は
数万円かかるとする．
日程調整等の打ち合わせは学内教員の
方が容易である．

学内教員
学外講師

展開方法
（教育の位置づけ）

授業時間内とする場合は，科目の一部
とするために教員との調整を行う．

授業時間内
授業時間以外

学習形態
（教育を行う方法および対象人数）

大学には e-learningの設備が既にあるも
のとする．
集団学習は ₁ 回に₅₀人以上の大人数で
実施する．
グループワークでは学生同士が意見交
換をする．

e-learningによる個別学習
大講義や講演会による集団学習
ワークショップや討議によるグルー
プ学習

回　　数
（大学入学後に教育を実施する回数）（特に指示無し）

入学時のみ
毎学年 ₁回
毎学年 ₂回以上
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方（「大学で教育を行うことは必要だと思う」，「薬
物乱用は大学の問題ではなく個人の問題である」
などから選択），⑦大学で取り入れたい薬物乱用防
止教育（「講師」，「展開方法」，「学習形態」，「回
数」の条件それぞれ ₂～ ₃の水準を設定し，組み
合わせをかえた₁₁パターンを「ぜひ取り入れたい」
から「取り入れたくない」の₅段階で評価：表 ₁）
とした．⑦の条件および水準は，大学で実際に行
われている教育の実例を参考に，実現可能な薬物
乱用防止教育の実施方法のパターンを選択できる
よう設定した₉）．
3 ．分析方法

　平成₂₃年度に実施した取り組み数と今後実施し
たい取り組み数の差の検定には，Shapiro-Wilk検
定を用いて正規性の検定を行ったところ，正規分
布に従わないことが確認されたため（p＜₀.₀₀₁），
Wilcoxonの符号付き順位検定を用いた．
　繁華街が近くにあるか否かおよび専門的組織の
有無による差の検定には，χ₂ 検定を用いたが，期待
度数 ₅未満のセルが₂₀％以上ある場合は，Fisher

の正確確率検定を使用した．
　⑦大学で取り入れたい薬物乱用防止教育方法に
ついては，コンジョイント分析による検討を行っ
た．コンジョイント分析は，マーケティングリ
サーチの手法のひとつであり，商品やサービスの
持つ複数の要素について顧客が価値を置いている
点や顧客に最も好まれる要素の組み合わせを統計
的に検討することができる₁₀）．コンジョイント分
析を用いることにより，大学はどのような条件の
教育であれば取り入れたいと感じるのか，何を重
要視して教育を選ぶのか，その選好を明らかにす
ることができる．
　これらの統計的分析には，統計ソフト IBM 

SPSS Statistics ₁₉ を用いた．

Ⅲ　結　　果

1．対象者の基本属性（表 2）

　質問紙に回答した薬物乱用防止教育担当者は，
事務職員が₃₉₄名（₈₁.₁％），教員が₆₃名（₁₃.₀％），

その他₂₂名（₄.₅％），不明₇名（₁.₄％）であった．
学生数の中央値（₂₅パーセンタイル，₇₅パーセン
タイル）は，全学生で₁₅₆₀.₀（₇₈₄.₅，₄₀₀₆.₀），
留学生で₃₀.₅（₃.₀，₁₂₆.₅）であった．
2 ．薬物乱用防止教育への取り組み（表 3）

　平成₂₃年度₅₀％以上の大学が実施した取り組み
は，「学内でのポスター掲示」₄₀₈校（₈₄.₀），「入
学時のガイダンス」₃₄₄校（₇₀.₈％），「学生便覧等
への注意事項やきまりの記載」₂₅₉校（₅₃.₃％）で
あった．実施した大学が₁₀％に満たなかった取り
組みは，「学生意識調査」₃₄校（₇.₀％），「生活指
導担当教員に対する研修」₁₂校（₂.₅％），「全教職
員に対する研修」 ₇校（₁.₄％）であった．
　今後実施したいと思う取り組みで，₅₀％以上の
大学が実施したいと回答した取り組みは，「入学時
等におけるガイダンス」₃₃₃校（₆₈.₅％），「学外の
機関等と連携した指導会・講演会」₂₅₂校（₅₁.₉％），
「学内でのポスター等の掲示」₃₂₅（₆₆.₉％）で
あった．実施したいと回答した大学数が₁₀％に満
たなかった取り組みは「生活指導担当教員に対す

表 2　対象者の基本属性

項　　目 N＝₄₈₆ （％）

種　　別 国　立  ₆₀ （₁₂.₃）
公　立  ₆₇ （₁₃.₈）
私　立 ₃₅₆ （₇₃.₃）
不　明   ₃ （ ₀.₆）

全学生数
（四分位）

～₇₈₄.₅ ₁₁₇ （₂₄.₁）
～₁,₅₆₀ ₁₁₈ （₂₄.₃）
～₄,₀₀₆ ₁₁₇ （₂₄.₁）
₄,₀₀₆～ ₁₁₇ （₂₄.₁）
不　明  ₁₇ （ ₃.₅）

留学生数 ～ ₃ ₁₀₈ （₂₂.₂）
～₃₀.₅ ₁₀₁ （₂₀.₈）
～₁₂₆.₅ ₁₀₃ （₂₁.₂）
₁₂₆.₅～ ₁₀₃ （₂₁.₂）
不　明  ₇₁ （₁₄.₆）

回 答 者 教　員  ₆₃ （₁₃.₀）
事務職 ₃₉₄ （₈₁.₁）
その他  ₂₂ （ ₄.₅）
不　明   ₇ （ ₁.₄）
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る研修」₄₁校（₈.₄％）のみであった．
　平成₂₃年度に実施した取り組みと，今後実施した
い取り組みの合計数は，中央値がそれぞれ₃.₄₅と
₄.₀₈であった．これら合計数には，有意な差があっ
た（p＜₀.₀₀₁，信頼区間－₀.₈₁₄₁₂～－₀.₄₃₆₉₁）．
3 ．薬物乱用事件（表 4）

　平成₁₈年度以降，所属大学で薬物乱用事件が

あったと回答したのは₄₃校（₈.₈％），近隣大学で
事件があったと回答したのは，₁₀₃校（₂₁.₂％）で
あった．さらに詳しく見ると，所属大学と近隣大
学の両方で事件があったと回答したのは₁₉校
（₃.₉％），所属大学または近隣大学のいずれかで事
件があったと回答したのは₁₁₉校（₂₄.₅％）であっ
た．
　大学の所在地と繁華街の距離についての質問で
は，半径 ₅₀₀ m以内にあると回答した大学は₄₉校
（₁₀.₁％）あり，このうち所属大学で事件があった
大学は₉校（₁₈.₄％），近隣大学で事件があった大
学は₁₇校（₃₄.₇％）であった．所属大学や近隣大
学で事件のあった大学は，事件がなかった大学に
比べ，繁華街との距離が半径 ₅₀₀ m以内である割
合が高かった（p＜₀.₀₅）．
4 ．大学の薬物乱用防止に関する組織体制（表 4）

　大学に，薬物乱用防止対策を専門に検討する組
織があると回答したのは，₁₇校（₃.₅％）であっ
た．このうち，平成₁₈年度以降，薬物乱用事件が
あったと回答した大学は₆校（₃₅.₃％），近隣大学
であったと回答した大学は₆校（₃₅.₃％）であり，
所属大学と近隣大学両方で事件があったと回答し
たのは ₅校（₂₉.₄％）であった．所属大学で事件
があった大学は，事件がなかった大学に比べて専
門組織が配置されている割合が高かった（p＝
₀.₀₀₂）．

表 3　平成23年度実施した取り組みと今後実施した
い取り組み

項　　目
平成₂₃年度
実施 今後実施したい

N＝₄₈₆（％） N＝₄₈₆（％）

入学時等のガイダンス ₃₄₄ （₇₀.₈） ₃₃₃ （₆₈.₅）
一般学生に対する研修  ₆₃ （₁₃.₀） ₁₅₈ （₃₂.₅）
学外との連携 ₁₃₆ （₂₈.₀） ₂₅₂ （₅₁.₉）
授業  ₉₀ （₁₈.₅）  ₉₃ （₁₉.₁）
ポスター ₄₀₈ （₈₄.₀） ₃₂₅ （₆₆.₉）
ホームページ  ₈₈ （₁₈.₁） ₁₃₉ （₂₈.₆）
学生便覧 ₂₅₉ （₅₃.₃） ₂₃₅ （₄₈.₄）
意識調査  ₃₄ （ ₇.₀）  ₈₈ （₁₈.₁）
刊行物 ₁₅₀ （₃₀.₉） ₁₂₈ （₂₆.₃）
教員研修  ₁₂ （ ₂.₅）  ₄₁ （ ₈.₄）
全職員研修   ₇ （ ₁.₄）  ₇₄ （₁₅.₂）
サークルリーダー  ₆₁ （₁₂.₆） ₁₀₇ （₂₂.₀）
実施していない （しない）  ₁₂ （ ₂.₅）   ₇ （ ₁.₄）
その他  ₂₆ （ ₅.₃）   ₈ （ ₁.₆）

取り組み数の合計の中央値 ₃.₅ ₄.₁
（₂₅％ tile ₇₅％ tile） （₂.₀ ₅.₀） （₂.₀ ₆.₀）

p＜₀.₀₀₁

※Wilcoxonの符号付き順位検定

表 3　平成23年度実施した取り組みと今後実施した
い取り組み

項　　目
平成₂₃年度
実施 今後実施したい

N＝₄₈₆（％） N＝₄₈₆（％）

入学時等のガイダンス ₃₄₄ （₇₀.₈） ₃₃₃ （₆₈.₅）
一般学生に対する研修  ₆₃ （₁₃.₀） ₁₅₈ （₃₂.₅）
学外との連携 ₁₃₆ （₂₈.₀） ₂₅₂ （₅₁.₉）
授業  ₉₀ （₁₈.₅）  ₉₃ （₁₉.₁）
ポスター ₄₀₈ （₈₄.₀） ₃₂₅ （₆₆.₉）
ホームページ  ₈₈ （₁₈.₁） ₁₃₉ （₂₈.₆）
学生便覧 ₂₅₉ （₅₃.₃） ₂₃₅ （₄₈.₄）
意識調査  ₃₄ （ ₇.₀）  ₈₈ （₁₈.₁）
刊行物 ₁₅₀ （₃₀.₉） ₁₂₈ （₂₆.₃）
教員研修  ₁₂ （ ₂.₅）  ₄₁ （ ₈.₄）
全職員研修   ₇ （ ₁.₄）  ₇₄ （₁₅.₂）
サークルリーダー  ₆₁ （₁₂.₆） ₁₀₇ （₂₂.₀）
実施していない （しない）  ₁₂ （ ₂.₅）   ₇ （ ₁.₄）
その他  ₂₆ （ ₅.₃）   ₈ （ ₁.₆）

取り組み数の合計の中央値 ₃.₅ ₄.₁
（₂₅％ tile ₇₅％ tile） （₂.₀ ₅.₀） （₂.₀ ₆.₀）

p＜₀.₀₀₁

※Wilcoxonの符号付き順位検定

表 4　薬物乱用事件と繁華街への距離

項　　　　目 全　体
N＝₄₈₆

専門組織の有無 繁華街との距離
あり なし p ₅₀₀m以内 ₅₀₀m以上 p

全　　体 N＝₄₈₆ n （％） ₁₇（ ₃.₅） ₄₆₉（₉₆.₅） ₄₉（₁₀.₁） ₄₂₈（₈₈.₁）

所属大学で事件の有無
あり  ₄₃（ ₈.₈）  ₆（₁₄.₀）  ₃₇（₈₆.₀） ₀.₀₀₂ **  ₉（₂₀.₉）  ₃₂（₇₄.₄） ₀.₀₁₆*
なし ₄₃₈（₉₀.₁） ₁₁（ ₂.₅） ₄₂₇（₉₇.₅） ₄₀（ ₉.₁） ₃₉₆（₉₀.₄）

近隣大学で事件の有無
あり ₁₀₃（₂₁.₂）  ₆（ ₅.₈）  ₉₇（₉₄.₂） ₀.₁₃₂ ₁₇（₁₆.₅）  ₈₄（₈₁.₆） ₀.₀₀₅**
なし ₃₄₉（₇₁.₈） ₁₀（ ₂.₉） ₃₃₉（₉₇.₁） ₂₆（ ₇.₄） ₃₂₂（₉₂.₃）

所属と近隣大学で事件の有無
（両方）n＝₁₉（₃.₉）

あり  ₁₉（ ₃.₉）  ₅（₂₆.₃）  ₁₄（₇₃.₇） p＜₀.₀₀₁***  ₅（₂₆.₃）  ₁₃（₆₈.₄） ₀.₀₂₁*
なし ₄₃₂（₈₈.₉） ₁₁（ ₂.₅） ₄₂₁（₉₇.₅） ₃₈（ ₈.₈） ₃₉₃（₉₁.₀）

所属または近隣大学で事件の有無
（いずれか）n＝₁₁₉（₂₄.₅）

あり ₁₁₉（₂₄.₅）  ₇（ ₅.₉） ₁₁₂（₉₄.₁） ₀.₀₉₈ ₂₀（₁₆.₈）  ₉₈（₈₂.₄） ₀.₀₀₂**
なし ₃₃₂（₆₈.₃）  ₉（ ₂.₇） ₃₂₃（₉₇.₃） ₂₃（ ₆.₉） ₃₀₈（₉₂.₈）

※ χ₂ 検定（ただし，期待度数 ₅未満のセルが₂₀％以上ある場合は，Fisherの正確確率検定）   
* p＜₀.₀₅，** p＜₀.₀₁，*** p＜₀.₀₀₁
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5 ．薬物乱用防止教育実施上の問題点（表 5）

　問題点の回答のうち多かったのは「時間の確 

保」₂₇₅校（₅₆.₆％），次いで「指導の内容や方法」
₁₃₆校（₂₈.₀％），「薬物乱用実態の把握」₁₁₉校
（₂₄.₅％）であった．問題点をひとつ以上挙げた大
学は，₃₆₆校（₇₅.₃％）あり，問題数の平均は，
₁.₅₆（SD ₁.₃₉）であった．
　問題の具体的な内容について自由記述を求めた
ところ，回答があったのは，₈₃校（₁₇.₁％）で
あった．このうち多かった記述内容は，「時間や会
場等の制限から多くの学生を集めた指導の機会を
設定する困難さ」₃₂校（₃₈.₆％），「薬物乱用防止
の講演や講座を開催しても意識が低く学生が集ま
らない」₁₉校（₂₂.₉％）であった．
6 ．薬物乱用防止教育についての考え方（表 5）

　薬物乱用防止教育への考え方に合うものを以下

表 5　薬物乱用防止教育実施上の問題点等

項　　目 N＝₄₈₆ （％）

実施上の問題点等
　時間の確保 ₂₇₅ （₅₆.₆）
　予算の確保  ₆₅ （₁₃.₄）
　講師探し  ₆₄ （₁₃.₂）
　指導の内容や方法 ₁₃₆ （₂₈.₀）
　教員の理解を得ること  ₃₇ （ ₇.₆）
　教育効果の評価  ₆₃ （₁₃.₀）
　実態の把握 ₁₁₉ （₂₄.₅）
　特にない  ₉₅ （₁₉.₅）
　その他  ₂₄ （ ₄.₉）

問題数の合計
　　 ₀ ₁₂₀ （₂₄.₇）
　　 ₁ ₁₃₂ （₂₇.₂）
　　 ₂ ₁₂₄ （₂₅.₅）
　　 ₃  ₆₇ （₁₃.₈）
　　 ₄  ₂₄ （ ₄.₉）
　　 ₅  ₁₀ （ ₂.₁）
　　 ₆   ₇ （ ₁.₄）
　　 ₇   ₂ （ ₀.₄）

考え方
　大学での教育は必要 ₄₃₅ （₈₉.₅）
　個人の問題  ₈₄ （₁₇.₃）
　毎年すべき ₂₈₈ （₅₉.₃）
　やめてもいい   ₂ （ ₀.₄）
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の ₄ つの選択肢から選択した結果（複数回答），
「大学で薬物乱用防止教育を行うことは必要だと思
う」が₄₃₅名（₈₉.₅％），「薬物乱用は大学の問題で
はなく個人の問題である」が₈₄名（₁₇.₃％），「教
育は毎年実施するべきである」が₂₈₈名（₅₉.₃％），
「最近はもう事件がないのでやめてもいいと思う」
が ₂名（₀.₄％）であった．
7 ．薬物乱用防止教育の実施条件（表 6， 7）

　₁₁パターンの教育条件のうち，「ぜひ取り入れた
い」という回答の多かったパターンは「パターン
⑤入学時のみ，学内教員が授業時間内に集団で実
施する教育」が₈₁校（₁₆.₇％）で，「取り入れたく
ない」という回答が多かったのは「パターン⑥毎
学年 ₂回以上，学内教員が授業時間以外に e-learn-

ingで実施する教育」であった．
　全体のコンジョイント分析結果では，学習形態
の平均相対重要度（₃₁.₃）が最も高かった．この
傾向は，自校での事件の有無，実施上の問題点の
有無のサブグループ別の結果においても同様で

あった．
　自校での事件があったグループでは，講師の平
均重要度得点が₂₆.₄となり，事件がなかったグ
ループの₁₈.₅に比べて高く，学外講師を求める傾
向が認められた．また，自校での事件の有無に
よって，展開方法が授業時間内か時間外かの水準
で部分効用値の正と負が逆転し，事件のあった大
学では授業時間内の実施を選択する傾向があった．
　薬物乱用防止教育実施上の問題点の有無では，
平均重要度得点に大きな相違は見られなかった．
しかし，実施上の問題点の有無によって，講師が
学内教員か学外教員かの水準で部分効用値の正と
負が逆転し，実施上の問題があるグループでは学
外講師を選択し，問題がないグループでは学内講
師を選択する傾向があった．また，実施上の問題
点がないと回答したグループで学習形態の水準の
部分効用値が e-learningとグループで負の値とな
り，集団以外を選択しない傾向があった．

表 7　薬物乱用防止教育担当者が求める教育の選択状況

条件・水準

全体（N＝₄₈₆） 自校での事件あ
り（n＝₄₃）

自校での事件な
し（n＝₄₃₈）

実施上の問題点
あり（n＝₃₆₀）

実施上の問題点
なし（n＝₁₂₆）

平均
重要度
得点

部分
効用値

平均
重要度
得点

部分
効用値

平均
重要度
得点

部分
効用値

平均
重要度
得点

部分
効用値

平均
重要度
得点

部分
効用値

講　　師
　学内教員

₁₉.₂
－₀.₀₅₇

₂₆.₄
－₀.₁₇₂

₁₈.₅
－₀.₀₄₇

₁₉.₃
－₀.₀₉

₁₈.₆
　₀.₀₅₄

　学外講師 　₀.₀₅₇ 　₀.₁₇₂ 　₀.₀₄₇ 　₀.₀₉ －₀.₀₅₄
展開方法
　授業時間内

₁₉.₁
－₀.₀₆

₁₈.₀
　₀.₀₈₆

₁₉.₂
－₀.₀₇₆

₁₈.₈
－₀.₀₄₈

₁₉.₉
－₀.₁₀₉

　授業時間外 　₀.₀₆ －₀.₀₈₆ 　₀.₀₇₆ 　₀.₀₄₈ 　₀.₁₀₉
学習形態
　e-learning

₃₁.₃
－₀.₂₇₅

₂₈.₅
－₀.₁₆₈

₃₁.₄
－₀.₂₈₇

₃₁.₅
－₀.₂₉₂

₃₀.₁
－₀.₂₃

　集団 　₀.₂₆₈ 　₀.₁₂₂ 　₀.₂₈₄ 　₀.₂₆₈ 　₀.₂₇₆
　グループ 　₀.₀₀₇ 　₀.₀₄₇ 　₀.₀₀₃ 　₀.₀₂₄ －₀.₀₄₆
回　　数
　入学時

₂₇.₄
　₀.₁₇₈

₂₇.₀
　₀.₀₉

₂₇.₆
　₀.₁₈₄

₂₇.₈
　₀.₁₇₆

₂₆.₉
　₀.₁₇₅

　毎年 ₁回 　₀.₁₀₇ 　₀.₀₅₇ 　₀.₁₁₂ 　₀.₁₀₅ 　₀.₁₁₉
　毎年 ₂以上 －₀.₂₈₅ －₀.₁₄₇ －₀.₂₉₆ －₀.₂₈₁ －₀.₂₉₃

　定　　数 　₂.₉₇₉ 　₃.₁₉₇ 　₂.₉₅₅ 　₃.₀₄₂ 　₂.₇₆₁

※コンジョイント分析
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Ⅳ　考　　察

　大学の薬物乱用防止教育の実施状況に，問題点
や教育方法の選好を加えた調査はこれまで行われ
ていない．特に本研究では，薬物乱用事件のあっ
た大学の教育方法の選好が示され，事件の有無に
より大学の薬物乱用防止教育への考え方に違いが
ある可能性が示唆された．
　調査に回答した薬物乱用防止教育担当者は事務
職員が₈₀％以上を占めた．大学で行われる薬物乱
用防止教育の運営における事務職員の役割は大き
く，薬物乱用防止教育の推進には，事務職員への
働きかけが重要となるであろう．また，回答した
薬物乱用防止教育担当者の₉₀％近くが「大学での
薬物乱用防止教育は必要である」と回答していた．
平成₂₀年，文部科学省が「大学生への薬物乱用防
止教育の強化」を通知し，数年が経過する中で，
薬物乱用防止教育を大学で実施する必要性は多く
の大学に理解されつつある．平成₁₈年度以降，所
属大学で薬物乱用に関する事件があった大学が
₈.₈％，所属または近隣大学で事件があった大学は
₂₄.₅％という実態も，大学に教育の必要性を感じ
させる要因のひとつとなっているであろう．
　薬物乱用防止教育の取り組み状況を日本学生支
援機構の調査の平成₂₁年度実績と比較すると₆），対
策を実施していない大学は平成₂₁年度₁.₅％であっ
たのに対し，本調査の平成₂₃年度実績では₂.₅％と
割合が高くなっており，若干ではあるが実施率は
低下していた．実施した取り組みの内容では，平
成₂₁年度₉₂.₆％と最も実施されていた「ポスター
等の掲示」は本調査でも最も多く実施されていたが
₈₄.₀％とその割合は低くなっていた．この他にも
「入学時におけるガイダンス」（平成₂₁年度₈₀.₁％，
本調査₇₀.₈％）や学外の機関と連携した指導会の
実施」（平成₂₁年度₄₀.₄％，本調査₂₈.₀％）など，
平成₂₁年から₂₃年の本調査で実施率が低くなった
取り組みがほとんどであったが，「授業科目の設
置」（平成₂₁年度₁₅.₇％，本調査₁₈.₅％），「学生
便覧への記載」（平成₂₁年度₄₅.₃％，本調査

₅₃.₃％），「刊行物の作成・配布」（平成₂₁年度
₂₄.₃％，本調査₃₀.₉％），「学生意識調査の実施」
（平成₂₁年度₄.₄％，本調査₇.₀％）の ₄項目のみ割
合が高かった．実施率の高かった取り組みの割合
が低下し，逆に実施率が低かった取り組みに割合
が上昇したものがあり，次第にそれぞれの大学が
実態に合わせて実施の有無や実施形態を変更し始
めた可能性もある．
　また，平成₂₃年度に実施した取り組み数と今後
実施してみたい取り組み数の比較をしたところ，
今後実施したい取り組み数が有意に多かった．さ
らに，薬物乱用防止教育実施上の問題点があると
答えた大学は， ₇割以上であった．実施してみた
い取り組みはあるものの，実施できない状況にあ
ると推察される．
　実施上の問題点で最も多かった回答は，「時間の
確保」であった．しかし，自由記述から「学生を
集める」ことに関する問題が大きいことも明らか
になった．過密なスケジュールの中で，多くの学
生が興味を持って参加する教育の方法をそれぞれ
の大学が模索している状況がうかがわれる．
　本調査では，大学が取り入れたい教育の選択条
件について，コンジョイント分析を用いて検討し
た．相対重要度が高かった条件は，「学習形態」，
次いで「回数」であった．集団や入学時のみの教
育を選択し，毎年 ₂回以上の実施や e-learningは
選択しない傾向があり，大学では少ない回数で多
くの人数に教育できることを重視していた．この
結果は，これまで実施してきた教育方法に近いも
のが選ばれた可能性や，これらの条件の中では他
の方法で実施することは困難であるという状況下
での選択であった可能性もあるが，より簡便な方
法を選択しようとする傾向が示唆された．
　自校での事件の有無によるグループのコンジョ
イント分析では，「展開方法」の条件で，事件が
あったグループは授業時間内を選択し，事件がな
かったグループは授業時間外を選択する傾向が見
られ，事件のあったグループでは，なかったグ
ループに比べ「講師」の条件を重視して選択する
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傾向があった．自校で事件があった大学では，薬
物乱用防止教育を教員と調整をしてでも授業とし
て位置づけ，経費をかけても講師を重視して選択
する傾向があった．また，事件のあった大学には，
薬物乱用防止教育を専門的に検討する組織が多
かったことからも，事件の発生が大学全体として
教育に取り組む動機につながっていることが推察
された．
　薬物乱用防止教育実施上の問題の有無によるグ
ループ間では，条件の重要度にはあまり差がな
かったが，「講師」の条件で，問題ありとしたグ
ループは学外講師を選択し，なしと回答したグ
ループは学内教員を選択する傾向があった．学内
の教員であれば，「費用はかからず，日程調整等が
容易である」と条件づけたにもかかわらず，学外
教員を選択する傾向があったことから，問題があ
ると認識している大学では，薬物乱用防止教育を
行うための時間や回数などの制約や意識が低い学
生が多い状況で，工夫の余地のある条件として講
師の選択をしている可能性もある．
　本研究から，大学における薬物乱用防止教育は，
その必要性が担当者に認識されており，それぞれ
の大学が過密なカリキュラムや大人数を集める困
難さなどによる制約の中で，その方向性を模索し
ている状況にあると推察された．このような中で
担当者は，多くの人数を対象に少ない回数で教育
できる簡便な方法を選択する傾向があった．しか
し，薬物乱用に関する事件のあった大学では，組
織的取り組みが進み，授業時間内に教育を組み込
む方法を選択する傾向があるなど，大学全体で推
進していると推察された．制約を持ちつつ薬物乱
用防止教育が継続されていくうちに，事件が発生
しななければ次第に簡便な方向に流され，薬物乱
用防止教育が形骸化していくことが懸念される．
事件がなくても意欲的に大学全体で取り組むよう
な組織体制作りを含め，限られた時間の中でも実
施しやすい教育プログラムの開発が急がれる．
　今後は，大学生が薬物乱用防止教育を選択する
条件について調査し，双方の選好を比較検討する

ことから大学が実施しやすく，大学生が受けてみ
たいと思う教育方法を明らかにすることを計画中
である．
　なお，本研究は，以下の点でバイアスを考慮す
る必要がある．本調査の回答率は₆₅.₁％であり，
質問紙の内容から薬物乱用に関心の高い大学が多
く回答したなどの偏りがある可能性がある．さら
に，今回教育の選択の条件及びそれらの水準の設
定の問題がある．大学の規模や設備によって学年
単位でも学生を収容できる会場がない， ₁回の教
育すら実施できないほど時間設定が難しいなど実
際に実現可能な条件設定になっていなかった可能
性や，学内に専門性の高い教員がいる場合，学外
講師の必要では低くなるなど水準間の相違が見い
だしにくかった可能性もある．今後は回答率をさ
らに高めるとともに，対象大学の設備や学生数に
ついても検討に加える必要がある．

Ⅴ　結　　論

　全国の大学の薬物乱用防止教育担当者を対象と
した調査から，薬物乱用防止教育の問題点や大学
側のニーズを把握し，大学における薬物乱用防止
教育の在り方についての検討を行った．
　薬物乱用防止教育担当者は教育の必要性を認識
しているが，時間がないなどの問題から教育の推
進が難しいという問題点があった．大学が教育を
選択する条件は，より少ない回数で多くの人数に
教育できることであった．一方，薬物乱用事件の
あった大学では，講師選択の重要度が上昇し，全
体とは選好が異なった．大学が薬物乱用防止に取
り組むようになって数年が経過する中で，大学そ
れぞれが実態に合わせた教育方法を模索し始めて
いる．形骸化を防ぐためにも教育プログラム開発
が必要である．
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What kinds of issues do Japanese universities face in 
drug abuse prevention education?

Sawako TAKAHASHI*₁ and Mikako ARAKIDA*₂

Abstract
Objective: The purpose of this study was to clarify the problems and needs of drug abuse prevention education 

efforts from the perspective of the universities, and to examine how best to provide drug abuse prevention 
education for Japanese university students.

Methods: A cross-sectional investigation was conducted among persons in charge of drug abuse prevention 
education programs at Japan＇s ₇₄₆ universities. Ultimately, ₄₈₆ respondents completed the self-report ques-
tionnaire（response rate: ₆₅.₁％）. The contents of the survey covered current status of drug abuse preven-
tion education programs and problems faced in their delivery, frequency of drug abuse incidents, and meth-
ods of drug abuse prevention education used at the university.

Results: Although ₈₉.₅％ of the respondents recognized the need for drug abuse prevention education, ₇₄.₁％ 
identified obstacles including a lack of time for such programs and inherent difficulties in gathering students 
to participate. By conjoint analysis, the key educational conditions sought by universities were found to 
include access by more students with a fewer number of sessions. On the other hand, at universities with 
high drug abuse rates, the tendency differs from the whole and lecturer selection becomes increasingly 
important.

Conclusions: The results of the study highlighted the limitations of drug abuse prevention education programs 
at Japanese universities, which tended to be most readily implemented at those universities where drug 
abuse incidents did not occur. An effective educational program that can be easily conducted within universi-
ties＇ limited conditions and educational frameworks must be developed.
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